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会 議 の 名 称  第４回伊勢崎地方卸売市場のあり方検討委員会 
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 齋藤委員長、重田副委員長、金井委員、三井委員、新井委員、

小林委員、塩谷委員、桐生委員 

 ※欠席者：中田委員 

（市場関係者） 

㈱伊勢崎地方卸売市場 代表取締役 中里裕氏 

㈱伊勢崎地方卸売市場 市場長 阿久津陽信氏 

（事務局） 

戸田農政部長、田中農政部副部長(兼)農政課長、 

久保田農政係長、竹澤係長代理 

 

傍 聴 人 数  ４人 

会 議 の 議 題 
 （１）伊勢崎地方卸売市場の公益性・必要性・持続性・将来性

について（前回の継続） 

会 議 資 料 の 内 容 

  

委員会次第 

 資料１ 第３回伊勢崎地方卸売市場のあり方検討委員会議事録

 資料２ 伊勢崎地方卸売市場の公益性・必要性・持続性・将来

     性について（前回の継続）のうち、第３回検討委員会

     のまとめ（振り返り） 

 委員長メモ 

 資料３ 伊勢崎地方卸売市場の公益性・必要性・持続性・将来

性について（前回の継続） 

  

 追加資料 意見書素案（委員長作成） 
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１．開 会 

 

２．委員長あいさつ 

はい。委員長の齋藤でございます。本日は第4回目の開催となり

ました。前回に引き続きまして、今回も皆様から活発なるご意見

をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

３．報告事項 

⑴「第３回伊勢崎地方卸売市場のあり方検討委員会議事録」

について 

 

【資料に基づき、事務局より説明】 

 

 意見なし 

 

４．議事 

⑴伊勢崎地方卸売市場の公益性・必要性・持続性・将来性に

ついて（前回の継続）のうち、第３回検討委員会のまとめ

（振り返り） 

【資料２に基づき、事務局より説明】 

 

 意見なし 

 

●委員長メモ 

委員長： 続きまして、私の方から準備いたしました資料につい

てご説明したいと思います。右上に委員長メモと記され

てある資料でございます。これまで委員会に委員長とし

て参加してまいりましたけれども、少し私の方からの意

見を述べさせていただきたいと思い、ご準備した資料に

なります。 

まず、整理しておきたい点として、検討の前提でござ

いますけれども、現在の伊勢崎地方卸売市場は、土地、

建物については伊勢崎市の所有でございます。ただ民営

化されておりまして、この場合ですと、株式会社伊勢崎

地方卸売市場が設置者かつ運営者となります。開設者と

いう言い方を市場ではされますけれども、民間企業によ

る運営が行われていることになります。民間企業が運営

されている市場ですので、ここに公費を投入するという

場合は、幾つかのポイントが重要になってくるというこ

とで、先ほどから出ています4つの点というものを主な議

論のポイントとしているわけでございます。繰り返しに

なりますけれども、公益性というところでいいますと、

特定の企業、あるいは団体や個人に益することではなく

て、広く公共、この検討委員会の場合では具体的に申し

上げると、伊勢崎市民の方々に利益がもたらされなくて

はいけない。誰か特定の者のために何かをするというこ

とではないということが前提としてあるということにな

ります。第3回の会議で事務局より配布のありました資料

2にありますとおり、国が卸売市場の位置づけ、求められ

る機能について示しておりまして、例えば、補助する条

件としては、一定の高機能化等が求められることがこれ
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までの話で出てきたのかと思います。そして、公益性に

関わる部分ですけれども、この卸売市場というのは、教

科書的に言えば食品流通の拠点になります。我々誰しも

が食事を取っていかなければ生きてはいけないというこ

とがございますので、食品流通の安定というものは非常

に市民生活にとって重要で、その中で卸売市場が果たす

機能というものに期待が寄せられているところがござい

ます。前回の議論の中で必要性のところも触れられてい

ますので、少し重複する部分もございますけれども整理

しておきますと、確かに機能としては、繰り返しになり

ますけれども、生産側の零細性あるいは販売側の中小小

売業の多さということと、あと消費者がいろいろなとこ

ろに点在しているという点を踏まえて、野菜や水産物を

集めてきて、それを拠点として集約して、それをさらに

小売店に流していくという機能を果たしているのかとい

う点がございます。こういった点から農業生産者側ある

いは商工小売側の意見からも必要性というものが指摘さ

れてきているというところでございます。ただ一方で、

機能代替えという存在を無視することはできない状況に

なっております。例えば、卸売市場の機能、生産者から

荷を集め、それを小売店へ流していくという部分ですけ

れども、これは近隣の市場との統合という点も含めて代

替えができる。代わりを担うところがあるということが

ございます。実際、JA等が運営しております直売所は生

産者から荷を集めてきまして、そこで支払い等が行わ

れ、決済機能を持っているというところがございます。

また、直売所がなぜ消費者に受け入れられているかとい

うと、新鮮さであるとか、誰が生産した物なのかが非常

にわかりやすくなっているという点で強みを持っている

というのが現状でございます。また、JAなどの出荷団体

を含む生産者の立場からすると、非常に出荷先というの

も多様化しておりまして、他の卸売市場への出荷や量販

店との直接取引き、また自らのグループでの直売所の運

営といった点がありまして、伊勢崎地方卸売市場への出

荷先としての地位というものが低下している状況にある

のではないかという整理もできます。また、農業の部分

とも密接なつながりがありまして、長野県連合青果の高

崎卸売市場への移転がこの現れではないかとも言えると

も思います。少しこの長野県連合青果の部分についてご

説明しておきますと、長野県にあります青果の卸売会

社、荷受けという言い方をしますけれども、長野県連合

青果と長印という大きな2つの卸売会社は、この4月に合

併を控えております。もともと持ち株会社という形で経

営統合していたわけですけれども、会社そのものを一本

化するという形になります。なぜ2つの大きな青果卸が合

併するのかということを少し説明しておきますと、青果

卸売市場を取り巻く環境というものは、人口減少や少子

高齢化によって、前回の委員会でもお話が出ましたけれ

ども、胃袋の数が非常に減ってきている。食べる量が

減ってきている中で、マーケットそのものが小さくなっ

てきてしまっている。また外食やお弁当、総菜の利用、
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一世帯当たりの家族の人数が減ってきていることもあ

り、生活様式も変わってきている。また、卸売市場法が

できた昭和40年代は、今のように生産者組織が大きなも

のではなかったところもあるのですけれども、昨今、JA

グループが非常に大きな力を持つようになってきたとい

うところもありまして、同時に八百屋や果物屋で買い物

をしていたものが、大型の量販店やスーパーマーケット

に変わってきたというところもありまして、どうしても

市場の業務というものが小さくなってきてしまっている

というところがあり、大きな卸売会社といえども、統合

していかないと生き残りが図れないということが原因に

なっているということがあります。このようなことで青

果卸売業の統合再編が進んでいくわけですけれども、で

は、この地方卸売市場についてみていきますと、今あり

ます伊勢崎地方卸売市場を歴史的にみますと、昭和57年

に伊勢崎東流通団地計画によりまして、既存の4市場が統

合して始まったという経緯があります。これを整理しま

すと、市場再編統合というのは歴史的にみても社会経済

状況の変化に合わせて行われてきたということになりま

す。また、先ほどの機能代替の話になりますけれども、

この伊勢崎地方卸売市場は、ご存知の方も多いかと思い

ますけれども、前橋、高崎、足利という卸売市場に15㎞

から25㎞圏内に位置しているというところでもございま

す。また、この資料にはないのですが、利根川を越えま

すと埼玉県の卸売市場もあるということで、近年進んで

いる道路網の整備によりまして、他の市場との立地上の

競合、あるいは重なりがあるということが実際問題生じ

ております。当然、生産者側のお立場からすると、より

たくさんの荷を扱って魅力のある市場に出荷する方が有

利と判断されますでしょうし、仮に、仕入れに行かれる

利用者にとっても、多種多様な商品が並ぶ市場に仕入れ

に出かけた方がより効率的であり、魅力ある品揃えがで

きるという判断をしますので、どうしても大きな市場に

荷も集まるし、仕入れの方も集まるということがより一

層深まっているという状況があります。また、卸売市場

を今後整備していくうえで、高機能化というものは避け

られないわけですけれども、例えば、コールドチェーン

の整備が実際進められており、あるいは、コールド

チェーンの整備が必要だということが言われるわけです

けれども、現在の伊勢崎地方卸売市場で言いますと、前

回の委員会でもお話が出ていましたけれども、水産物に

関して言えば、隣接する会社の方に冷蔵設備が整備され

ておりまして、やや専門的な言い方をしますと、外気に

触れることなくトラックを倉庫に直接据え付ける形で気

温を変化させることなく積み込みや積み下ろしができる

設備が既に整備されているということで、今後、卸売市

場で必要になるであろう水産物のコールドチェーンとい

う機能を、既に隣接する会社の方で機能代替が進んでい

るという現状もあったりします。 

次に、持続性ですけれども、卸売市場を仕入れに利用

される買参人や小売りの方々というのは、経営者の高齢
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化や後継者がいないというようなことがありまして、持

続性がみえない事業者がおられるということが大変懸念

されることでございます。先ほどの資料2にもございまし

たけれども、公的な資金を投入しまして補助をするとい

う場合、一定の年数、例えば15年、20年、30年といった

比較的長い期間で事業の継続が求められるといったこと

が当然のことでございまして、今後の事業の継続・持続

性というものがみえてこない状況になりますと、国等の

補助金をうまく使っていくのは難しい状況にあると言え

ると思われます。ただ一方で、長野県連合青果が高崎市

場に移転してしまいますが、新たに信頼のおける青果卸

売業の入場・入居があれば、一定の持続性はあるという

言い方もできると思います。 

また、4つ目の将来性でございますけれども、現状の利

用者の高齢化を鑑みますと、利用者数の増加は余り期待

できないなという見方もできるかと思います。また、こ

の伊勢崎地方卸売市場に限った問題ではなく国内全体の

流れとして、卸売市場の統合再編というものの動きは加

速しております。例えば、集荷量が一市場当たり統合す

ることによって、再編に伴う設備整備が行われまして、

トラック物流の効率化で市場の機能が強化できるところ

が期待される。そのトラック物流について少し説明する

と、皆様ご存知のとおり、配送業に携わる方々の人材確

保も非常に難しくなっているのはニュース等でお聞きの

とおりかと思います。今日の資料も郵送で送られている

ところなのですが、お手元に届いていらっしゃらない委

員がおられるということで、この郵便ですら当初予定し

ていた日数では届くことが難しくなっているというよう

な状況もありまして、物流の効率化というのは非常に避

けて通れないところでございます。そういった問題を解

決する一市場として、卸売市場の高機能化というものが

期待されているというのがございます。関連してです

が、開設者の方から持続性についての卸売市場の資料を

公表、例えば、青果の出荷量をどういった形で増やして

いくのか。具体的な提案や計画というのがまだ見えてき

ていないというのが現状でございます。また、市内の周

辺部も含めますけれども、小売業の取り巻く環境は非常

に厳しいという状況で、実際にJAの直売所でもスーパー

と競合し始めているよというようなお話が出ている中

で、伊勢崎市の人口動態の現状を踏まえますと、例え

ば、市民向けの市民市場のようなものを卸売市場内に造

り小売機能を導入したとしても、現在、既にお店の数が

減ってきている中で、これ以上の小売店を増やしても安

定した集客ができるのだろうかというような課題が残る

のではないかということでございます。 

以上、委員長の方から一委員としてのメモをご提示さ

せていただいたという次第でございます。 

私が用意してきたペーパーだからその通りだとかとい

うことではなくて、あくまで一委員としての提案した資

料となりますので、ぜひ忌憚のないご意見を頂戴できれ

ばと思っております。 
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●資料３ 

委員長： 引き続き、議事を進めていきたいと思いますけれど

も、前回の継続としてまして、資料3にございます公益

性、必要性、持続性、将来性についてですが、この点に

ついては、前回、資料の説明等々で大分時間を割いてお

りますので、駆け足での議論になったかと思います。今

一度、4つの点について皆様からご意見を踏まえて、さら

に議論を深めていきたいと思っております。費用対効果

の問題というのも当然出てまいりますし、使っている人

がいるからなくなると困るというようなご意見もござい

ましたけれども、少し抽象的な議論もございました。例

えば、今使っている人がいるから困るから、そこに公益

性があるという言い方ですと、少々市民の方への説明と

しては乱暴かなと感じております。例えば、置き換えれ

ばの話をしますと、イトーヨーカドー伊勢崎店が閉店

し、撤退したわけですけれども、近隣にお住いの方々か

らすると、徒歩や自転車で買い物に行けるスーパーマー

ケットがなくなってしまって非常に不便という言い方が

できると思います。今まで使っていたお店がなくなって

しまうのでそういう言い方をします。では、公的なお金

を費やしまして、スーパーや小売店等を造るということ

は、果たして妥当かどうかというようなことがあるかと

思います。いろいろな意見は当然あるかと思います。近

隣の方からすると、そういったものができるのは大歓迎

という話になろうかと思いますけれども、逆に利用され

てなかった方、あるいは離れたところにお住まいの方か

らすると、そんなところに公のお金をつぎ込むのだろう

かというような意見が当然出されると思います。そのよ

うなことを鑑みますと、当然、今使っている人がいるか

らいいですよということにはなかなか議論として持って

いくのは難しくて、もう少し公益性という部分を深堀り

していかなければいけないなというように考えておりま

す。広く市民の方に理解を得るためには、仮に公のお金

を投入して市場を整備する。あるいは耐震工事をしてい

くことを考えるのであれば、広く市民の方に理解いただ

くような丁寧な説明が必要だろうと思いますので、公益

性や必要性についてを今一度皆さんからご意見を頂戴で

きればなと思います。ぜひこの点をまた再度検討してい

きたいと思いますが、いかがでしょうか。 

今日の資料が事前に郵便の都合でお手元に届いてい

らっしゃらない委員の方も多いかと思いますので、今一

度少し資料を読む時間を含めて、またいろいろご意見を

整理されるところもありますでしょうから、少し時間を

取って、資料の精査や発言内容等のご検討をいただけれ

ばと思います。 

委員 ： 多分、公設市場ができたのは、農協が各地区に集送セ

ンターを造った時と同じくらいにできたと思います。う

ちの死んだおじいちゃんたちが言ってたのが、一元集荷

多元販売というのが農協の方法、重点販売とも言います

が、一元集荷ということで、午前中に伊勢崎、高崎等い
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ろいろな市場に持って行っていた人が、農協が集送セン

ターを造ったことで、そこにみんな荷を持って行きま

す。多くの量を大きな市場に持って行って、買い取って

もらうということが元だと思います。その時がちょうど

公設市場ができた時期なので、時期的に考え方が違った

のかなというのがスタートだと思うのです。近所の八百

屋に行くと他市場のものがあります。近所にあった潰れ

てしまったスーパーも桐生に行っていたようです。元々

そんなには近所でも使っていたというのを、私は見てな

かったというのが正直な話なのです。 

委員長： 開設当初から役割分担と言いますか、八百屋やスー

パーマーケットの仕入れ先があちこちある中で、伊勢崎

市場での仕入れがあまり活発ではなかったということで

すね。また、当時の農産物の出荷の体制が個選から共選

に移り変わっていって、集約化を図っていったという流

れになったということですね。 

委員 ： 公益性と必要性について申し上げます。前回申し上げ

たとおり、市場に求められる機能、期待される機能とい

う点では、抽象的には公益性・必要性については高い施

設だと思うのですけれども、話を聞く中で、実際に取り

扱いの機能の縮小や、せりが実際に行われていないこと

から、一部機能が失われていっている実態があることを

確認しました。公共性の精度、そういった濃淡の議論を

注視しなければならないと思いました。それから、公共

性と必要性をセットで考える必要があると思うのは、公

共性が一部認められたとして、その機能が失われてし

まった場合、代替性の話になると思います。実際に代替

できるのかどうか。代替性の可能性によっても公共性を

維持すべきかどうかというところが変わってくると思い

ます。そういう意味では、実際に長野県連合青果がいな

い状態で、市場は回っているのかどうか。実態を踏まえ

て議論していく必要があるというように思いました。 

委員長： これまでの議論ですとか、また第1回では我々委員は現

地を訪問しているわけですけれども、市場に期待されて

いる機能、一方では機能が失われたり縮小したりしてい

る部分があると。また公共性の程度について、どの程度

必要なのかという重みといいましょうか、そういった点

の議論が必要ではないかというご意見です。また、公共

性、必要性という部分で代替の可能性について、実際に

代替が可能なのか。あるいは実際に代替が行われている

のかどうかということも含めて、委員や市場を含めてご

意見を頂戴できればなと思います。 

前回、生産者団体から見ての出荷先についてご指摘を

いただき、市場についてお話をいただきましたけれど

も、やや繰り返しになる部分もあるかと思いますが、出

荷団体としてお話をいただきたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

委員 ： 公益性についてでありますが、やはり地産地消という

観点で、できれば地元の市民に食べてもらうのが一番い

い消費の方法でありますが、今の流れとすれば、それも

当然含めていろいろなニーズがあるということを前回お
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話しいたしました。私が感じているのは、地元に引き続

き市場があれば、農協が取りまとめている関係で協力す

る考えはもちろんあります。ただ、そこで一番大事なの

は卸売業者なのですよね。卸売業者がいないことには機

能もなにもないわけであります。ただし卸売業者と言っ

ても、卸売業者そのものに資本力があって、健全性が

あって、出荷能力のある業者が求められております。当

然出荷先は、我々もいろいろなところを選ぶことができ

るわけでありまして、一言で言えば、力のある卸売業者

がいて持続性がずっと続くと思っております。いてもら

えれば本当にありがたく、引き続き協力したい気持ちも

あります。ただ前回の資料では、出荷者の方から考える

と、130人くらいの直接の生産者がいて8,000万円の売り

上げがある。この金額の多い少ないの議論は別にして、

本当の地場産という意味の生産者が今後増えるのか。あ

るいは減るのか。そして、卸売業者から仕入れて効率よ

く仲卸業者が納め、それに伴う小売業者や買参人の方々

がいるわけですけれども、その人たちが今後多くなるの

か、少なくなるのか。あるいは取扱高を増やすのか、

減ってしまうのか。将来的なシミュレーションを含めた

中で、市場そのものを継続していく場合には借入れが幾

らになるよということが当然出てくると思うのです。そ

れによって卸売業者の取扱高や施設の使用料等が出てく

るはずなのですよ。それが明記されないで「卸売業者お

願いします」ということが果たしてできるのかどうかで

すよね。10年あるいは15年先までの借入れを起こして、

荷物がこれだけ集まって、手数料が幾らになるという毎

年のシミュレーションをしないのかなという感じがあり

ます。 

委員長： 生産者団体・出荷側のお立場から詳しくご説明いただ

いた内容かと思います。やはり現状よりも魅力のある卸

売業者(荷受け)がいないと、出荷団体、生産者団体から

すると選ぶ立場でありますから、そういった意味でいう

と長野県連合青果は魅力的だったのでしょうか。 

委員 ： そうです。この数字にあるように卸売業者としては数

本の指に入るということで、信頼ある業者だと認識して

おります。 

委員長： 仮に新たに伊勢崎地方卸売市場に青果の荷受けが入る

とすれば、長野県連合青果くらいの安定性や信頼性があ

るようなところではないと不安が残るのでしょうか。 

委員 ： はい、それに越したことはありませんよね。 

委員長： はい、わかりました。そういった意味でも長野県連合

青果が抜けられたことについては。 

委員 ： 非常に残念としか言いようがないです。 

委員 ： 今の意見と繰り返しのようになってしまうかもしれま

せんが、第3回の振り返りの中で、青果については伊勢崎

市場でなければ困るといったことではないと。これは物

流センター的な機能なので支障はないんだというお話が

あったと思うのですけれども、物流センターではなくて

出荷をするような機能を持った青果卸の方がより公益性

を高めるというか、水産だけではなくてしっかりした青
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果卸がいて、それに関連業者がいてという形でいること

が必要だと思います。前回の資料の市場の決算書等を見

ましても、しっかりとした卸売業者が入らないと、その

後の建替えなり耐震補強なりをする場合の費用がかかっ

た場合には、費用の捻出が厳しくなってくるのではない

かなというように思います。年間500万円くらいだったな

ら現状ならば出せるというような話もあったので、その

金額になってくると建て直しなり耐震補強なりはかなり

厳しいと思うので、市場の収益性というのも考えても、

しっかりした青果卸が入ってくる必要性があるのかとい

うように思います。 

委員長： 一つは卸売市場を構成する現在抜けてしまっている状

態の青果卸について、新たな入場・入居がないことに

は、そもそも卸売市場の整備が危ういという点の意見で

した。関連して、仕入れる側の商工業者のお立場からす

ると、やはり青果がないことにはということになるので

しょうか。 

委員 ： 必要性みたいなところになってしまいますけれども、

結局青果がないということは高崎や桐生等に行くことに

なるので、そうすると物流の費用や人件費的なものがか

かってくる。小売業者の利便性を考えるとやっぱり地元

にあることが望ましいと思います。ただ、今の小売業者

の高齢化なり後継者不足もあって、そこでの継続性が図

れるかというところは、私も疑問のところであるのです

けれども。だとすると俗に言う小売業者が今後なくなっ

てしまうかというと、それでいいのかというと、そうで

はないのではないかなと思っています。私どもも国も創

業支援に力を入れていて、大きな資本の業者だけではな

くて、小さい地元の業者をもっと育てていきましょうと

いう局面もあるので、そういうものがあるということも

踏まえて、市場は継続性があることがいいなと思いま

す。 

委員長： 市場の必要性について一定の理解、必要性は認めるけ

れども、一方で仕入れる側も高齢化や後継者がいないと

いう課題がある。新たに業を起こしていく者を支援して

いくという業界としてのお立場もあるということで、そ

の辺りのバランスが取れれば、市場の将来性が見えてく

るのではないかという意見かと思います。 

関連してですが、商工会議所の方で軽トラ朝市をやら

れていると聞いたことがあるのですが、生鮮品を主に扱

う市なのでしょうか。 

委員 ： 軽トラを使った朝市を年5回ほどやっています。本来朝

市ですから、生鮮で進めたいところではあったのです

が、なかなか小売業者が出店してくれないこともあった

り、JAでも同じようなものがありますので、目指すとこ

ろまではいっていないところが現状です。市内の量販店

が撤退してしまって街中で買い物が出来ない高齢者もい

らっしゃることや小売店も無くなってきてしまっている

ので、それらを補完する目的で軽トラ朝市をやろうとい

う趣旨で年5回行っています。 

委員長： 年5回ということですが、試して改善点を見つけてと繰
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り返している形でしょうか。 

委員 ： 年間5回というのは、運営する事務局側の他の業務等の

兼ね合いや、夏場は青果の商品が少ないということも

あって、7月、8月を除いて5回設定して行っています。買

い物弱者対策と中心市街地の活性化が趣旨で、旧伊勢崎

市の街中には量販店がありましたけれども、みんな撤退

して無くなってしまったため、ただ、駅のところにはベ

イシアがありますけれども、なんとか皆で助けたいとい

うことで始めたところでございます。 

委員長： 商工団体として失われた利便性を補う形で出張販売、

移動販売を始められているということですね。 

委員 ： はい。 

委員長： 前回、消費者の方々から使われている中小のお店が無

くなってしまって困るという形でご意見が出た中で、商

工団体としてもこういった状況を無視しているわけでは

なくて、移動販売等で対応を始めているということが一

つ出てきました。少し離れた地域の例でございますけれ

ども、邑楽町では、買い物に不便な地域や自分で車が出

すことが難しくなった高齢者の方々向けのサービスとし

て、スーパーマーケットが中小小売店の機能代替という

形で移動スーパーを始めているという報道がされており

ました。 

委員 ： 公共性のお話しの時に消費者の立場から意見というこ

とでは、確かに買い物をする場所が減ってきてしまって

いることはかなり大きな問題かと思うのですが、ただ市

場だけではなくて、それは大型スーパー等が大型化し

て、それが潰れてしまったときにその地域の方々が困る

という問題の部分があると思いますが、卸業市場として

の必要性とは少し議論の濃淡が薄くなってしまうのかな

という印象を受けました。もちろん消費者の買物困難と

いう問題は大きな問題なのですけれども、卸売市場を維

持させることで、それがその解決に一番資するか、すご

く費用対効果で資するのかというとまた違って、そう

いった様々なサービスや流通のあり方が変わってくる中

で解決される問題の一面もあるのではないかなと思いま

した。これは意見です。 

委員長： 食品流通の公益性や公共性を考えた中で、この検討委

員会の対象としている卸売市場というところに的を絞っ

ていくと、小売の大型化等でどう位置付けるのかとい部

分で、やや卸売市場の機能についての部分とすると薄く

なるというところがありますので、少し卸売市場の機能

やあり方に関する部分でより深めた議論ということです

ね。 

委員 ： そうですね、特に最初の部分のコメントでありました

とおり、実際に卸売市場が無くなってしまった場合の影

響というものがどの程度あって、それが代替可能なのか

どうかというような議論については、実際の現場の状況

等を踏まえて、ご意見をお聞かせいただけたらと思いま

す。 

委員長： 先ほどの意見の中で、魅力ある市場でないことには、

他の市場へ行ってしまうという整理があったかと思いま



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 議 に お け る

議 事 の 経 過

及 び 発 言 の 要 旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

す。商工関係で言うと、かつても他の市場に行っていた

小売業もいるよという話もありましたが、小売の観点か

らすると、他の市場へ仕入れに行くことは、多少移動時

間や走行距離が長くなるので、コストがかかり増しにな

るという話があったのですが、他の市場が伊勢崎市場の

機能を担っていくという面について、もう少しご意見を

頂戴したいのですが、いかがでしょうか。 

委員 ： 小売や外食産業、飲食店などの皆さんに聞いたわけで

はないのですけれども、結局なければないでどこからか

仕入れなくてはなりませんから、前にも言った行かざる

を得ないという部分があって、多少そこで費用がかかっ

たとしても、桐生や高崎の市場に行きましょうというこ

とで、行かざるを得ない、せざるを得ないというところ

で代替になってしまうと思うのですね。地元でそうのよ

うな機能ができるのであれば、それに越したことがない

ということではないですが、その方が望ましいというの

ではないかなと思います。 

委員 ： 高齢者や後継者がいないような事業をやっている方

は、前にも言ったのですが廃業やリスク等のきっかけに

なったりしてくるのだろうなと想像しているところで

す。ただ公共性や公益性だけを考えた場合に、この市場

を通して小売業者や飲食店等が品物を仕入れて、一般の

市民に供給しているということになると、やはり公共性

や公益性があるんだろうなと思います。ただそれの位置

づけ、順番、ランクというのがどうも漠然としていて、

自分でもわからないと思うところです。 

委員長： 非常に公益性という部分でいうとなかなか目に見える

ような話ではなくて、利用している方々からすれば近い

お店があった方が当然いいのですね。遠くまで買い物に

行かれたり、仕入れに行かれたりするたびに不便になり

ますから。一方で公共性や公益性が果たしてあるのかを

考えたときに、非常に取っ付きにくいという雑な言い方

ですけれども、なかなかその必要性の度合いというもの

がお話しづらいのかなというものが皆さんあるのかなと

思います。 

委員 ： 生産者側からすると先ほど申し上げましたように、今

まで４億7千万円くらいの契約をさせていただいたわけで

すが、いざなくなるとそれをなんとかしなければならな

いということで、他の市場に送るという現実がありま

す。そうしなければ農家の生産物をちゃんと出荷できな

いわけですから、やむを得ないところであります。それ

と、個人的な出荷者は資料によると130人で、そのうち伊

勢崎市の方は6、7割というような説明を受けましたが、

ではこの人たちはどうするのかという議論も当然しなけ

ればならないのでしょうけれども、農協の立場とすれ

ば、出荷する場所がなくなってしまった場合、当然農家

ですから農協の組合員だと思います。その場合には農協

も集荷業務をやっておりますので、誰でもいいから農協

としても受けるべき立場であります。ただし、共同出荷

という一つのルールの中で出荷をお願いして、農協でも

扱いますよということは当然言えます。もう一つは直売
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所の出荷も農協の組合員であれば拒む理由はございませ

んので、どんどん出してくださいよという対応はできま

す。 

委員 ： 農家として意見させていただきますと、今現在、赤堀

の個人の方で農協を通さず伊勢崎を通り越して、境にほ

うれん草等を出荷している方がけっこういます。品目に

よっては境の方が強みがある等の観点から、境に出荷し

ている方がいらっしゃいます。また、先ほど委員が言っ

てましたけれども、ある程度皆で同じ品物を揃えなくて

はならないので、どうしても一緒に乗っかれないような

高齢者等が、伊勢崎や境に持って行くように思います。

また直売所にも自分も多少出しているのですが、この辺

だと正直、白菜や大根、大型野菜等がどうしても皆と

被ってしまいます。持って行っても既に他の方が出して

いるので、なかなか置くスペースが無くて出せないとい

う現状もあるということも理解して欲しいと思います。 

委員長： 生産者のお立場からすると、市場によっては得意・不

得意、強い・弱いがあるので使い分けをされていると。

一方で市場に個人出荷されている方々の受け皿として、J

Aがその機能を担っていくというお話がございましたけれ

ども、やはり共選という仕組みの中では、その基準なり

規格から漏れてしまう方が一定数いるのが現実だと思い

ます。直売所も当然生産者の受け皿になるわけですけれ

ども、そこでは、例えば、今が旬の物、白菜や冬野菜が

ピークの時期になるとどうしても荷がダボ付くというの

でしょうか、たくさんの出荷物があるので他の出荷者の

方々と競合があるということでございました。こういっ

たことでいうと本来の卸売市場でいいますと、委託され

た出荷物・生産物に対しては受託拒否できませんので、

出荷された荷物については全部荷捌いていくと。価格に

ついては当然市場価格になりますので、豊作の時期には

コスト割れすることもあるということで、そういった部

分でいうと卸売市場は生産者から出されたものの生産販

売代金を決済して小売に流していくという機能があった

というのがそれまでの実態で、それが現状ない中で、今

の市場に代替してもらわせている、今の市場に出荷をし

ているような状況です。 

引き続いて、公益性・必要性・公共性を含めてですけ

れども、持続性や将来性の部分の議論を深めてまいりた

いのですけれども、いかがでしょうか。どうしても4つの

ポイントがあるので、その4つのポイントを明確に組み離

しても議論がなかなか難しくて、先ほどの持続性・将来

性の部分でいうと、実際に仕入れに行かれる市場関係者

にも高齢化や後継者不足ということで、この先長い期間

の持続性や将来性があるのかといわれると、少し心許な

い部分もあるというご事情の話がありました。関連して

でもいいですし、皆さんからご意見やコメントをいただ

きたいと思います。 

委員 ： 将来性について、先ほど卸売市場の選定があるという

話がありましたけれども、これから先は生産者側もどん

どん高齢化していきますし、今の卸売市場の体制で高機
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能を持ったからといって、将来性で20年、30年先のこと

を考えると、やはり「はてな」が付きます。卸売市場単

体で考えるのではなくて、そこに商工業者が入るなり、

簡単に言うと道の駅のような施設にして、市場や市内の

業者をターゲットではなくて、外部から人を招き入れる

ような施設を伴っていかないと、市場単体ではなかなか

厳しいのかなと思います。例えば、規模が小さい気もし

ますが太田市の道の駅では直売所も併設されていますけ

れども、そういうのを踏まえて観光向けにしていくよう

な卸売市場な感じにしていかないと厳しいのではないか

という気がします。 

委員長： 卸売市場単体での存続は難しいという整理で、整備し

ていくとすれば、道の駅のような複合的な直売施設のよ

うな整備をした上での、言い方が少し違うかもしれませ

んが再出発として形を変えての話だったと思います。そ

うなると、卸売市場としてあり方としては少し限界を迎

えており、敷地の利用の話になっています。この委員会

の目的は、卸売市場のあり方を検討する場でございます

ので、このご意見は、次の段階の話になってくると思い

ますので、卸売市場をこのままの態勢で存続するのは難

しいというご意見でして、その後の展開の利用としては

複合的な施設がいいのではないかというご意見だったか

と思います。少し卸売市場のところに的を絞って議論を

深めていきたいと思います。 

繰り返しになって恐縮なのですが、すごく雑な言い方

をすれば、なければないなりに他の市場に行かざるを得

ないというのが仕入れ側の立場でしょうし、出荷される

生産者の皆様やJA等の出荷者団体のお立場からすれば、

なくなってしまったら、当然、農産物がどんどん育って

いって、それを収穫して出荷していかなければならない

ので、現状は長野県連合青果や他市場を含めて出荷し、

またJAの直売所も活用しながら、お金に換えるって言っ

たら変ですけれども、商いをしていくということかと思

います。少し代替性の部分で言うと、資料3にもございま

すけれども、流通型市場なので直接的な市民の食生活へ

の影響があるのか、ないのかの部分で、生産者の方々か

らすると、市場は他にもあるから他市場へ出荷する。あ

るいはJAの直売所へ出すということもある。仕入れる側

である商工側からすると、飲食店も含めてですけれど

も、なければないで他の市場に自らの商売のために、他

の市場に仕入れに行くのは当然だというところが、多少

の利便性は失われコストはかかるけれども仕入れに行く

というお話をされていました。仮に市場がなくなってし

まった場合について、前回、委員の皆様からも、例え

ば、伊勢崎から野菜が消えてしまうようなことはないで

すよというご意見を頂戴してますけれども、この卸売市

場の公益性は安定した生鮮食料品を供給ということが背

景ですので、果たして市場がない場合、伊勢崎市民の皆

さんの食生活あるいは生鮮食料品の確保にどのような影

響があるのかという点を、それぞれのお立場からご意見

をいただきたいのですが、いかがでしょうか。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 議 に お け る

議 事 の 経 過

及 び 発 言 の 要 旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 ： 消費者という立場からすると、野菜がなくなることは

ないだろうということですが、コストが上がることに

よって価格に転嫁されるだとか、業者がご苦労されるこ

とによって影響するという部分が考えられるのかなとい

うように思ったところなのですが、公共性の位置づけの

主張、ご意見として市場関係者からは、病院や学校等に

安定的に安価で出荷できるというお話もありました。実

際のところ、価格やコストの点についての影響はどの程

度なのか。実際に市場だとスーパーで買うよりどのくら

い安いのかというのがわかっていなかったりという部分

もありますので、実情を教えていただけると、議論とし

ておわかりになってくるかと思います。 

委員長： 関連してですが、資料を一つ用意しているものがあり

ます。本来であれば、もう少し前の段階で整理しておけ

ばよかったのかと思うのですが、生鮮食料品の流通の中

で卸売市場はどのような位置づけで、どのような事業者

が関わっているのかを教科書的に整理したものがありま

すので、配布をお願いします。 

≪事務局職員、資料を配布≫ 

     最終的にこの委員会として意見書を出すわけなのです

が、その作成に先立ちまして、検討の対象という形で卸

売市場について少し理解を深めていただくような資料を

作成しております。 

     ここに、はじめにとありますように、この委員会では

繰り返しになりますけれども、検討の対象を「卸売市

場」としています。この卸売市場とは一体何なのかとい

うことを整理すると、図１に示すような事業者等で構成

される場というものになります。黒い太い矢印で書かれ

ているものが出荷や販売を指すもので、両方向の矢印に

ついては系列や子会社化しているものを示しています。

これは、どこか特定の市場を示すというよりも、一般的

に卸売市場というのは現状こういう形でありますよとい

うものを示すような資料になります。もともと卸売市場

は卸売業者と仲卸業者という卸売市場の中でも非常に大

きな機能を果たすべき事業者が存在しまして、そこに生

産者あるいは生産者団体、農産物であれば農協、水産物

であれば漁協、あるいは出荷組合といったところから生

産物を出荷販売されまして、それを卸売業者、よく生産

者から荷を受けるので荷受けや大卸という言い方をされ

ますけれども、ここが生産物を受けまして、仲卸業者や

売買参加者に配分と言いますか配っている、集めた荷物

を売り捌いていくという機能を持って動いています。こ

の卸売市場の仕入れる方々や外部に働く人々の利便性を

高めるために関連事業者という者がおります。市場内の

業者とざっくりとした言い方をしていますが、場内食堂

や場外食堂がありますけれども、市場から仕入れたもの

をその場で飲食業という形で販売する。食として提供す

る場合であるとか、飲食店等の方々が仕入れに来た際

に、関連する物品として漬物や乾物といった物があると

便利であるということで関連事業者がいます。この市場

に買出しに来る買出人がいまして、最終的には我々の消
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費者の口に入るわけです。先程来から出ておりますとお

り、卸売業者がいかに生産者から多種多様な荷を集めら

れるのかというのが、卸売市場の活性化や魅力のポイン

トの一つであると思います。当然のことながら、たくさ

んの荷物が集まる市場は、出荷する側あるいは仕入れる

側にとっても魅力が出てくることになります。 

当初、卸売市場が出来た昭和40年代では、卸売業者が

産地、生産者から荷物を集めてきて、それを仲卸業者が

小売店等に分配して、消費者に販売していくという役割

分担が非常に明確であったわけですけれども、近年は小

売業が大型スーパーの誕生等もありまして、卸売業者と

仲卸業者と売買参加者等々の区分が余り明確ではなく

なってきているのが実態である。卸売業者であるが関連

会社、子会社として小売店をやっている、飲食店をやっ

ているというケースであったりだとか、また仲卸業者自

身が直接生産者の方から仕入れるケースもありますし、

もっと言えば、卸売市場を全く経由しないで、JA直売所

のようなところに直接生産者の方々が販売されるケース

もあります。もっと言うと、生産者ご自身が消費者の

方々にお届けする。これは実際に配達するという意味で

はなくて、直接販売されるということもございます。

日々使われる生鮮野菜では余り多くはないのですが、な

しやりんごなどの果樹の部門では、生産者の方が直接消

費者に販売するケースの方が増えてきています。例え

ば、高崎市のなしは県内でも大きな産地でございますけ

れども、ほぼ卸売市場には流通していない。生産者の

方々が直接直売されています。なぜそこに消費者が買い

に行くかというと、長年の信頼関係であるとか、中間流

通を経由しない部分があって確かな物が安く買えるとい

う形で、果物の直売が進んでいるというのが教科書的に

言われているような状態でございます。 

先ほどのご意見のあった、他の市場に機能を代替した

ら価格がどう変化するのかということですが。 

委員 ： ちょっと質問の趣旨を変えまして、他の市場が機能を

代替した場合に、消費者に価格等が直ちに影響するよう

なものがないという理解でよいのかという確認程度でお

願いします。 

委員長： 他の市場に機能が完全に移ってしまって、他の隣接す

る高崎、足利、桐生、前橋から仕入れることになった場

合、それが消費者への最終価格にどのような影響を及ぼ

すかということですね。 

委員 ： そうですね。消費者の立場からするとその点も気にな

るかなと思いまして、確認的な意味でお話しいただけれ

ばと思います。 

委員 ： 佐波伊勢崎の取引先市場で考えると、JAの販売課の職

員から長野県連合青果は近いため交通費がかからないか

ら、それなりに出荷量も増えるよねという話は聞いたこ

とがあります。逆に、出荷にかかる経費については、あ

る程度荷物を1台のトラックに満杯にしないとどうしても

運賃が出ないというのは聞いたことがあります。どちら

かというと市場と農協なりが価格設定をするので、そこ
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から先の仲卸業者の運賃がどうこうというのはそんなに

はないのかなという気がしますけれども。 

市場 ： 委員会に小売店の業者の方がいないので、また、青果

の観点からの意見ばかりなので、水産の観点から言う

と、直接影響があるのかどうかという場合になったとき

に、私の感覚としては、高崎、桐生にトラックで買い付

けに行って帰ってきて、そこから販売となった場合、や

はりガソリン代が余分にかかるという感覚があります。

その部分は今までの利益では足りないので、1％から5％

くらいの値上げは考えられるのではないか。それは伊勢

崎市で売るとしたらです。 

委員長： 他市場から仕入れる部分があるとすれば、往復の運賃

なり物流のコストの増大は避けられませんので、そこが

商品価格に反映されるかどうかだと思いますけれども。

あと、伊勢崎市内に現在の伊勢崎地方卸売市場を経由し

た物が、どれだけ構成比として占めているのかという部

分も関わってくるのかと思いまして、普段使われるであ

ろう量販店や小売店等がどのような場所から仕入れられ

てくるのかというのも鑑みる必要があって、先ほどお店

によっては最初から伊勢崎市場を利用しないところもあ

るというご指摘もあったので、なかなか実際にどのくら

い価格に影響を及ぼすのかというのが、現状、伊勢崎市

内のお店に販売されている方々からすると、また市場か

ら仕入れた分については、多少価格の上昇をせざるを得

ないという話もありましたけれども、ではそれがどのく

らい伊勢崎市の食品流通のシェアを占めているのかとい

うところを考えたときに、少しこの委員会としてはその

部分が、例えば、生鮮食料品の価格が数％くらい上がり

ますというのを委員会として明記するというのは難しい

のではないかというのが私の見解でございます。伊勢崎

市の市場云々以前に、生鮮食料品の流通というのが非常

に経済の中でもブラックボックスと歴史的に言われてき

た部分がございまして、先ほど言われたようにいろいろ

な流通の形態がございます。また、それぞれ小売店の

方々が取りたいマージン、利益が異なってきているとい

う一面があって、流通の一部を担う卸売市場の外への移

転というものがあった場合に、どの程度末端の消費者価

格に影響を及ぼすかというのは、はっきりと明らかにす

るというのは難しいのではないかというのが私の意見で

ございます。 

委員 ： 今の流通の中で価格形成は市場で設定するのですけれ

ども、大手量販店の力が物凄く強いですよね。その業者

が小売値を牛耳っていると言いましょうか、そういう形

で仕入れをしているものも多いですから、先ほど言った

価格に反映というのは微妙と言いましょうか、大手スー

パーの人は自分の価格というもので売っていますから。

あとは、個人の人が判断してどうしようかというのは当

然あり得ると思うのですが。 

委員 ： 今、コストの面の質問から入ってしまったのですが、

卸売市場に求められる機能として価格形成機能というの

が概念的にはあるというところで、ただ伊勢崎卸売市場
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は競りが減少し、無くなってきているので、そういう観

点からすると価格形成機能には余り影響がないと。た

だ、コストの面では大手の量販店が実際には決めている

という部分があるので、なかなかわからないという回答

で理解してよろしいでしょうか。 

委員長： 私の方で用意した資料にもありますけれども、小売業

は非常に流通の中で大きな地位を占めるようになってき

ました。1社でかなりの量を仕入れて、地方卸売市場が量

販店の物流センター化しているという事例がありますと

いう話をしましたけれども、これは文字通り量販店が力

を付けてきたという現れの話になるかと思います。そう

なりますと、価格形成の機能は一部の地方卸売市場以外

はもはや量販店が値付けをしているということが過言で

はなくて、日々新聞等を取っておられる方は折込チラシ

等で見るとわかると思いますが、チラシに書かれている

価格は、当然当日我々が買うことのできる値段ですけれ

ども、市況から言うと価格は日々変動しているはずなの

です。ところがチラシを作る大分前からお店の価格は決

められているというところで、市況が高かろうが安かろ

うが関係なく、お店では値段が決められているというの

が生鮮食料品の流通の実態なのです。ここを少し掘り下

げていきますと、そこの卸売市場の公益性を考えると、

例えば、流通型の市場というものが、特定の量販店の物

流センターのようになっているような場合、そこに果た

して公益性があるであろうかという疑問が出てきてしま

うわけですね。となると、どこか特定の量販店の荷捌き

場みたいなものを造るのに、公的な費用を投じるのは果

たして妥当なのかどうかというのが、特に青果物の場合

は妥当なのかと思うことを、委員長の立場から申し上げ

ておきたいと思います。この部分について関連してでも

構いませんので、少し議論を深めたいと思います。 

委員 ： もともと野菜は青物相場と言って、量が多ければ下が

り、量が少なければ上がるという状態ではないですか。

そのような状態でずっとやっているが、物価は上がって

いるけれど、野菜は一定なのですよね。逆に言うと下

がっている。そのため、出荷のコストを下げなければ

と、経費をかけないようにしないと儲かっていかないよ

うな状態ですよね。それが一番の問題だと思うのです。 

あと、今日直売所へ行ったら、青果仲卸業者なんかは

もう次の所に行く予定を立てていますよということを店

長が話をしていました。結局は無くても大丈夫なように

仲卸業者は動いているのが現状だと思うのですね。 

委員長： 青果仲卸業者とは仲卸業者で、市場に入場している利

用者でしょうか。 

委員 ： 直売所は果樹、果物を取り扱っていないので、直接市

場からではなくて仲買から入れてもらっている状態で

す。各直売所によっては違うところはあると思います

が。 

委員長： 市場の仲卸業者の中には、他市場への移行を含めた事

業展開を既に動いていらっしゃるということで、そのよ

うなことを鑑みますと、例えば、直売所で仕入れ品とし
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て扱っている果物等が、伊勢崎のお店から消えてしまう

ことはなくて、他市場からの仕入れに切り替わるという

状態になろうかというご指摘かと思います。 

また、青果物、野菜の値段については、確かにおっ

しゃる通り値段が全く上がる気配がないですね。少しこ

の委員会とはずれてしまうかもしれませんが、農業の持

続性の部分について非常に危惧されることかと思いま

す。 

委員 ： スーパーの値段はやや一定なのですが、出荷者の品物

の値段はすごく上下するのですね。スーパーの契約で、

チラシに載せたからこのくらい欲しい時に品が無い場合

でも、仲買が買って納めるというのが現状だと思うので

す。 

委員長： より青果の市場について突っ込んだ内容かと思いま

す。 

代替性についての見解で言いますと、直ちに伊勢崎市

から青果物が消えるというような状態でもないし、また

価格の影響については、この委員会としては、伊勢崎市

場がないからといって、どのくらいの価格変動が起きる

かというのは明言できない。この生鮮食料品の流通の現

状からすると、一部消費者への末端価格が上がることが

あろうかと思うけれども、総体としてどのような価格変

動を及ぼすかというのは、明言が難しい問題であろうか

と思います。 

引き続いて、費用対効果の部分を含めて、皆様から引

き続きご意見を頂戴したいのですけれども。 

委員 ： 持続性・将来性についての意見ですが、仲卸業者が実

際に次の展開も考えているというお話をお伺いしまし

た。また、長野県連合青果も高崎市場へ行ってしまって

いる。そのような現状で、例えば、伊勢崎卸売市場が建

物を建替えた、あるいは耐震化しようとなったときに、

持続性に大きな影響がもう既に及んでしまっている状況

だと思うのですけれども、現状としてそういった問題

は、建替えればまた元に戻ってきたりだとか、新しい業

者が来てくれるといった見込みというのがあるのでしょ

うか。今日の資料を見ると、その次のさらなる見解につ

いてに及んでしまう話かと思いますが、将来性・持続性

の部分について確認させていただきたいと思います。 

委員長： 現状、青果の荷受けである長野県連合青果が高崎市場

へ移転していて、また一方で卸売市場を構成する重要な

地位にあります仲卸業者の1社が他市場への移転を準備し

ているという情報の提供があった中で、仮に耐震補強な

り建替えなりの再整備をした場合に、一度出て行った業

者は戻ってくるのかどうか。 

市場 ： 先ほどの青果仲卸業者の件ですが、一部機能は残して

移転するという話になっています。私どもも仲卸業務を

しておりますが、伊勢崎市がこのように市場に対して問

題を先送りにしている状況では、我々も仲卸をやってい

ますが、一応いろいろと考えております。早急に考えな

ければいけないことなのです。ただ、伊勢崎市として食

を守っていきたいというビジョンを示して、何とかやっ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 議 に お け る

議 事 の 経 過

及 び 発 言 の 要 旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

てくれと言う話になれば、やはり我々は残ろうとは思い

ます。出ていく選択肢もあれば、出ていかない選択肢も

あります。ただ、今のこの遅い状況では早く出て行こう

かというのが現状です。 

委員長： このご意見は卸売会社としてのご意見でしょうか。 

市場 ： 仲卸会社としての意見です。 

委員長： 仲卸業者の立場からとすると、現状先行きが見えない

中では、他市場なりに行くということを考えているとい

うことでしょうか。 

委員 ： 群馬県は結局海がないので、魚を卸すにも伊勢崎市場

からではなくて違う市場から持ってこなければいけない

ということだから余計ですよね。 

市場 ： 結局はそうですよね。伊勢崎市場である必要はないで

すよね。 

委員長： 生鮮食料品の中で青果と水産の違いは、産地を控えて

いない部分で他市場からの仕入れになることは当然のこ

となので、青果に比べると水産はそういった判断をして

ということになりますか。 

市場 ： 他市場からの仕入れというのは余りなくて、産地から

の仕入れになります。 

委員長： 産地からの仕入れということですね。仲卸業者が青

果・水産ともに一部機能は残すけれども、他市場への移

転を考えているとのお話がある中で、持続性・将来性の

部分を考えますと、卸売市場を構成している荷受けであ

る卸売業者と仲卸業者のうち、少なくとも水産の仲卸業

者1社、青果の仲卸業者1社が、また青果の荷受けである

大卸1社が、既に他市場へ全部あるいは一部移転を進めて

いる。あるいは既にしていることを考えますと、現状は

将来性・持続性について、黄色信号、赤信号が付いてい

るような状態かと思います。先ほど委員からは建替え等

の整備をしたら、出て行った業者が戻ってくるかどうか

というコメント、意見がありましたが。 

市場 ： その質問についてですが、青果仲卸業者は一部機能を

残してあるのは、建替えたときにまたやれるようにとい

うことで、一部残しますよという話です。 

委員長： 完全撤退ではないのですね。 

市場 ： はい。両天秤ですね。 

委員長： どちらにも対応できるような態勢を取っているという

ことですね。それは水産も同じでしょうか。それはまだ

わからないでしょうか。 

市場 ： 結論が出ない限りは出ないですけれども、結論が出そ

うになればすぐ徹底というか、別市場へと。 

委員 ： 先ほどの質問は卸売業者のことも含めてですか。 

委員 ： 卸売市場を構成する業者を含めてです。ただ、長野県

連合青果は戻ってこないという認識ではいたのですが。 

委員 ： それは除くということですね。 

委員長： 仮に整備をするとすれば、長野県連合青果並みの信頼

性のある確実性のある卸売業者(荷受け)ではないと、生

産者やJAのお立場からすると魅力ある市場にはなり得な

いということですよね。 

委員 ： 長野県連合青果は、東京を除いた他でも上位にランク
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される長野県の長印とさらに合併をしないとなかなか生

き延びていけないという状況があるということですよ

ね。 

委員長： そうですね。合併前から非常に大きな存在である2社が

合併しなければ生き残れないということによって、この4

月に合併するわけなのですが、非常に青果卸の業界は統

合再編、合併後は業界2位くらいの卸売会社になります。

また、合併に関連して、長野県連合青果と長印が出して

いる報道資料だと、長野県内の支社や営業所等の統廃合

も含めて整備していくということでしたので、地元長野

県でもそのような集約化をしていくと。そうではないと

コストがどうしても下げられないということで経営判断

されているかと思うのですけれども、そういった状況を

鑑みますと、長野県連合青果と同等クラスの卸売業者が

荷受けとして入ってきてくれる可能性は極めて低いので

はないかなと思われます。仮にどこか事業者が入るとい

う、前回の委員会では2社程度と話があるということであ

りましたけれども、生産者の方々から信頼のおけるよう

な長野県連合青果のような荷受けが入ってきてくれると

は期待はできないのかなと思います。 

まだもう少し議論を続けてまいりたいのですけれど

も、少し細かい点でも深堀するような内容でも構いませ

んので、皆様ご意見を頂戴できればと思います。 

委員 ： 前回の資料の群馬県卸売市場整備計画の中で、青果だ

けの市場が群馬県内にあったかと思います。長野県連合

青果が主力の卸売業者なので、なかなか変わるものはな

いような感じですけれども、他の県内市場の青果の卸売

業者はどのような感じなのでしょうか。 

委員長： 他市場の状況ということでしょうか。 

委員 ： 例えば、板倉中央青果だとか。 

委員長： 今のご質問で、何かコメントできる委員の皆さんはい

らっしゃいますか。 

委員 ： 今の話の流れでいくと、長野県連合青果が出て行くと

いうことは、伊勢崎市場では青果の卸売業者が見つけづ

らいし、長野県連合青果が戻ってくるということは厳し

いという結論になってしまうのかなと気がしたものです

から。 

委員長： 私なりの整理でこれまでの議論を踏まえますと、抜け

てしまった長野県連合青果程度の卸売業者が新しく入っ

てくるのは期待が薄いのかなと。業界全体の流れからし

ても長野県連合青果に代わるような大手が入ってくるの

はないだろうなという見立てはしています。そうではな

いだろう、あるだろうということも含めてご意見をお願

いしたいと思います。なかなか専門的で業界話のところ

もあるので、コメントしづらいところもあるかと思いま

すが。 

委員 ： 豊洲市場などの東京の市場でさえ統合しているので、

将来的には群馬県内も市場は一本になって、1社になって

しまうのかなと。構想的には山手1個、前橋1個というよ

うに、最終的にはなるのかなと思いますね。平成の合併

をして、将来的にまた合併をするということになると、
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群馬県は北とか南といったようになってしまうのかな

と。これは全然話が飛んでしまうのですが。 

委員長： やはり大都市でも卸売市場の荷受けの統合等を見てい

ると、群馬県内の地方卸売市場でもそういった流れが出

てくるのでしょうということですね。 

先ほどの私の資料にもご用意したのですが、昭和50年

代から卸売の業界や市場というのは統合や再編整備を繰

り返して今に至っているという経緯がございますので、

その大きな流れというものは当面の間変わらないのだろ

うなと。先ほど委員がおっしゃった県内に数カ所という

この流れを受けての話になると思うのですけれども。 

これまでの議論を少し整理してまいりますと、確かに

卸売市場の持つ機能から見れば、公益性なり必要性とい

うものはあるのだけれども、一方で代替する近隣他市場

への移転が既に進んでいるような仲卸業者や、既に移転

済みの青果荷受け、卸売業者がいる。実際に仕入れ立場

の買参人の利便性は損なわれるけれども、商売・事業を

継続していくうえで他市場へ仕入れに行かなければなら

ないというところは、経営を継続していくためには当然

そうせざるを得ないというお話しになります。市民への

影響ということで大きな関心事であります、まず生鮮食

料品の流通に非常に大きな影響を与えるかという部分に

つきましても、直ちに大きな影響を与えるようなもので

はない。また、価格についても伊勢崎市場から流通して

いるような商品については、他市場からの仕入れになる

関係でその部分の数％程度の価格の上昇があるという話

はありましたけれども、一方で、伊勢崎の生鮮食料品の

価格全体に及ぼす影響というものが卸売市場の地位の低

下というものもあって、直接的に物凄い数字としてこれ

だけの価格上昇が起こりえますという形では委員会とし

ては出しづらい。つまり、生鮮食料品の流通の大きな担

い手が大型量販店等々に移っているという状況を鑑みま

すと、必ずしも一卸売市場のあり方をもって、価格での

市民への影響というものを判断することは難しいという

結論になろうかと思います。 

次に、継続性・将来性の部分について申し上げておき

ますと、既に青果の荷受けが高崎市場へ移転していると

いう状況であることや、卸売市場を構成する重要な業者

である仲卸業者も一部機能を残しつつも、他市場への移

転を念頭に置いた経営をしているという話もございまし

た。以上を精査すると、高額な費用負担を市なり国等の

公的な資金を投入して整備を進めていくというのは難し

い状況にあるのではないかなというように、私、委員長

の立場からすると考えている状況でございます。 

次回は、今回皆様から出された意見を最終的に委員会

の意見書として市に上程するものが控えてございます。

次回は、今まで出ましたご意見を今一度整理しまして、

意見書案というものの審議に行きたいと考えておりま

す。また、このような情勢の変化等もありますので、お

示ししている公益性・必要性・持続性・将来性の4点につ

いて、引き続き皆様の方でご意見の整理をしていただき
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まして、第5回の委員会にご参加いただけるようにお願い

を申し上げたいと思います。 

今回、委員長の素案という形で両面一枚紙、2ページの

ものをご用意しましたけれども、検討の前提として大き

く5点あります。また検討のポイントについては、皆様か

らお話しいただいているように、検討のポイントを4つ設

定しており、どういう意味を持つのかというものを説明

しております。 

最終的にはこの委員会として、確固たる明確な結論に

至るのかは、皆さんの意見を整理した上で結論を出して

いく形になりますけれども、現在は第3回・第4回の内容

を具体的に整理して記載していくというプロセスを考え

ております。繰り返しになりますけれども、第5回で素案

を踏まえつつ、皆様からの最終的なご意見やコメントを

頂戴できればなと考えております。 

ここまでで委員の皆様からのご質問ですとか、少し補

足しておきたい点はないでしょうか。あるいは、コメン

トなどでも結構です。よろしいでしょうか。 

     はい、それでは、本日も前回に引き続きまして委員の

皆様からたくさんのご意見を、また市場関係者からもご

意見を頂戴しまして、誠にありがとうございました。 

次回の第5回の委員会では、先ほど申し上げましたよう

に、第1回から最終的な第5回を振り返りまして、委員会

としての市場のあり方の意見を出すことになろうかと思

います。意見書の案が無事作成できますように、ご準備

等引き続きお願い申し上げたいと思います。 

それでは、本日の委員会の議事としては以上となりま

す。これにて進行役を交代いたします。本日も議事運営

にご協力、誠にありがとうございました。 

 

５．その他 

 ・次回の開催予定 

 

６．閉会 

 


